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このたよりは、塩山中学校と塩山北中学校の統合についての協議の状況等を保護者の皆様に 
お知らせするため、随時、発行しています。 

令和 4 年 12 月の塩山中学校、塩山北中学校及び神金第二中学校の統合が正式決定以降、

塩山北中学校、塩山中学校と市教育委員会において、塩山北中学校と塩山中学校の令和５年度

からの教育課程の統一化と、統合準備委員会（仮称）の設置の準備を進めるための協議を実施

してきました。 

今年度から「塩山中学校及び塩山北中学校統合準備委員会」を設置し、令和 7 年 4 月の統

合校開校に向けた準備、協議を進めていきます。 

「塩山中学校及び塩山北中学校統合準備委員会」は、塩山中学校と塩山北中学校の教職員

及び保護者代表を委員とし、市教育委員会教育総務課が事務局となります。 

現在、塩山中学校、塩山北中学校の両校に委員の推薦を依頼しており、第 1 回統合準備委員

会の 5 月下旬開催に向けて準備を進めております。 統合準備委員会での協議状況については、

統合だよりで随時お知らせする予定です。 

塩山中学校と塩山北中学校の統合について、各小学校で開催した保護者説明会等において、児

童生徒や保護者の皆様の意見や要望を聞く機会を設けて欲しいとの要望から、これまで、各小学校

及び、市教育委員会 教育総務課 教育総務担当に窓口を設置し、保護者の皆様からの質問、相談

等に対応してまいりましたが、今回、新たに要望書の様式を定め、中学校、小学校を通じて配布いた

しますので、ご活用ください。 いただいたご要望等については、今後の塩山中学校と塩山北中学校

の統合に向けた交流活動や「塩山中学校及び塩山北中学校統合準備委員会」での協議等に活用

させていただきます。 また、今後発行する統合だより等において、要望の提出状況や提出された要望

等に対する教育委員会としての考え等お伝えさせていただく予定です。 

塩山中学校と塩山北中学校と統合に向けた 
児童生徒や保護者からの要望書を作成 


